
 

 

議案第４７号説明資料 

                             
丹波篠山市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

令和７年度税制改正において給与所得控除の最低保障額が５５万円から６

５万円へ１０万円の引き上げが行われました。 

一方で、介護保険制度は３年ごとの事業計画で保険料収入を見込んで事業運

営を行っています。介護保険料は、市町村民税の課税状況や合計所得金額等を

算定基準としているため、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現

在の第９期介護保険事業計画（令和６～８年度）において、保険料収入不足に

より事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）の規定について、税制改正の影響を受けないようにする一部

改正が行われ、令和８年１月２３日に公布されました。このため、国の施行令

改正にあわせて、市介護保険条例の一部改正を行います。 

 

２ 改正の概要 

（１）令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例（附則 

第１０条関係） 

税制改正の影響がある方について、令和８年度分の保険料率を算定する

ための合計所得金額を税制改正前の額と同額とするための算定方法の特例

を定めます。 

 

（２）令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例（附則第１１条関係） 

税制改正の影響がある世帯について、令和８年度分の世帯の課税・非課

税について、税制改正前と同じ判定とするための特例を定めます。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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議案第４８号説明資料 

  丹波篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

  子ども・子育て支援の強化施策に対する安定した財源確保のため、

全世代・全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の

仕組みとして、医療保険の保険料から徴収する「子ども・子育て支援

金制度」が、令和８年度から創設されます。  

 

２ 改正の概要     

  地方税法の改正に伴い、新たに「子ども・子育て支援納付金」に係

る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額、被保険者均等割額及

び世帯別平等割額及び１８歳以上被保険者均等割額を定めるもので

す。「子ども・子育て支援納付金」においても、低所得者に対する７

割、５割、２割の軽減措置や未就学児（６歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者）や産前産後期間に係る減額は、同様

に規定されます。 

また、子ども・子育て支援金納付金は、少子化対策に係ることを鑑

み、子どもがいる世帯の賦課額が増えないよう、１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前までの子どもに係る均等割額を１０割軽減

します。この１８歳未満被保険者の均等割額から公費軽減額を控除し

た額を１８歳以上被保険者均等割額とする措置を講ずることとなりま

す。 

「子ども・子育て支援納付金」に係る国民健康保険税率は、県から

示された標準保険料率と同税率としています。 

 

○子ども・子育て支援納付金課税額 

 

(１)国民健康保険税率（兵庫県標準保険料率） 

所得割率  均等割額  １８歳以上均等割額  平等割額  

０．２９％  １，２７９円   ７６円   ８２４円   

 

 



2 
 

 

（２）国民健康保険税の軽減額 

 

（３）子ども（未就学児）に係る均等割の軽減額 

（均等割額の１／２の軽減措置）   

軽減なし ７割軽減  ５割軽減  ２割軽減  

 ６４０円   １９２円   ３２０円   ５１２円   

 

 

 ３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

 

    区  分  ７割軽減  ５割軽減  ２割軽減  

均等割額  ８９６円   ６４０円  ２５６円  

１８歳以上均等割額  ５４円   ３８円  １６円  

平等割額  ５７７円   ４１２円  １６５円  



事業名 金額（千円） 繰越内容 完成（完了）予定日

1
物価高騰対応重点支援

給付金事業
59,833

物価高騰対応重点支援給付金事務委

託料

事業進捗

によるも

の

3月下旬までの出生、転入者に係る申請及び支給が4月以降に

なるため
令和8年5月31日

2
おいでよささっ子遊具

設置事業
4,500 おいでよささっ子遊具設置工事

事業進捗

によるも

の

実施地区において遊具選定に日数を要したため 令和8年4月30日

3
物価高対応子育て応援

手当支給事業
19,300 物価高対応子育て応援手当

事業進捗

によるも

の

給付システムの導入に時間を要したため 令和8年6月30日

4 城東こども園整備事業 161,674 城東こども園新設工事

事業進捗

によるも

の

周辺環境について近隣住民への説明会を実施したことによ

り、不測の日数を要したため
令和9年3月1日

浄水施設照明器具取替工事において、現場調査に不測の日数

を要し、工事の年度内完了が困難になったため
令和8年5月31日

配水管布設替工事において、計画にない地下埋没物の撤去の

必要が生じ、不測の日数を要したため
令和8年6月30日

6 地域振興事業(土木) 47,175
大山下茶山線等道路改良工事・用地

購入費及び河川等修繕工事

事業進捗

によるも

の

用地交渉協議などに不測の日数を要しているため 令和8年12月31日

7 市単独土地改良事業 300 農都のまほろば水路生き物調査

事業進捗

によるも

の

記録的な渇水状況により水路の水量が少量となり、調査が困

難となったため
令和8年7月31日

繰越理由

令和７年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１５号）説明資料（明許繰越費の補正）

5 上水道施設費 38,800 水道事業会計への繰出金

事業進捗

によるも

の
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事業名 金額（千円） 繰越内容 完成（完了）予定日繰越理由

令和７年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１５号）説明資料（明許繰越費の補正）

立杭陶の郷改良工事及び展示棟改修

整備業務委託料
改良工事入札不調により、工期の確保が困難になったため 令和8年4月30日

立杭陶の郷伝習会館空調改修工事
伝習会館の空調工事に必要な部品の納入が遅れたことによ

り、工事の年度内完了が困難になったため
令和8年7月31日

9 土木総務費 4,370 福住校区小型除雪機購入

事業進捗

によるも

の

自治会において機種選定と運用方法について不測の日数を要

したため
令和8年6月30日

10 道の駅整備事業 246,771 道の駅整備工事及び監理業務委託料

事業進捗

によるも

の

現指定管理者や関係機関との協議に不測の日数を要したため 令和9年2月28日

11 道路維持管理費 53,625 市道舗装・側溝等修繕工事

事業進捗

によるも

の

現場調査等、施工に必要な関係者との協議に日数を要したた

め
令和8年9月30日

12 国庫補助道路整備事業 5,218
通学路6路線（日置曽地線ほか）安

全対策工事

事業進捗

によるも

の

国からの交付金追加配分の決定に日数を要したため 令和8年9月30日

13 市単独事業 9,000 西町吹上線道路改良工事

事業進捗

によるも

の

工法について関係自治会との協議に時間を要し、その後設計

を変更することとなり不測の日数を要したため
令和8年6月30日

14 橋りょう維持管理費 2,900
住宅橋及び鍔市2号橋橋りょう補修

工事

事業進捗

によるも

の

関係自治会などとの協議に不測の日数を要したため 令和8年7月31日

事業進捗

によるも

の

8 商工振興施設管理費 91,384
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事業名 金額（千円） 繰越内容 完成（完了）予定日繰越理由

令和７年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１５号）説明資料（明許繰越費の補正）

15 ふるさとの川再生事業 5,729 山田川

事業進捗

によるも

の

工事の施工時期について関係自治会との協議に不測の日数を

要したため
令和8年5月31日

16 放置空き家対策事業 4,426 油井地内強制執行補助業務委託料

事業進捗

によるも

の

工事に伴う騒音や振動などの懸念事項について、関係自治会

との協議に不測の日数を要したため
令和8年10月31日

17 学校施設維持管理費 51,152
味間小学校屋内運動場外壁等改修工

事

国の補正

予算によ

るもの

国の補正予算により実施するため 令和8年12月31日

18 幼稚園管理費 36,890
今田幼稚園解体撤去及び駐車場整備

工事

事業進捗

によるも

の

解体後の園庭の利用方法について地元との協議に時間を要

し、その後設計を変更することとなり、不測の日数を要した

ため

令和8年4月30日

19 担い手支援事業 1,000 集落農業守り隊応援事業補助金

事業進捗

によるも

の

全国的な農業機械の在庫不足により、納品に日数を要するた

め
令和8年5月31日

844,047
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議案第４６号説明資料 

 

丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

１ 改正の趣旨 

非常勤消防団員等に係る損害補償については、非常勤消防団員等に係る損害補

償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号）の定める基準に従い、各市

町村が条例で定める額に基づき行うこととなっています。 

この度、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正す

る政令（令和８年政令第１０号）が令和８年２月６日に公布され、非常勤消防団

員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額並びに扶養に係る補償

基礎額の加算額について、所要の改正が行われたため、これに合わせて改定を行

います。 

 

２ 改正の概要 

（１）非常勤消防団員等の補償基礎額 

国の基準改定に伴い、消防団員の各階級の勤務年数に応じた補償基礎額を下記

のとおり引き上げます。 

別表（第５条関係）補償基礎額表 

 

（２）消防作業従事者等の補償基礎額 

国の基準改定に伴い、消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を９，７００円

から１０，０００円に、最高額を１４，５００円から１５，０００円に引き上げ

ます。 

（３）扶養に係る補償基礎額の加算額 

国の基準改定に伴い、配偶者に係る加算額を廃止し、２２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある子の加算額を３８３円から４３３円に引き上

げます。 

現行 改正後

10年未満
10年以上
20年未満

20年以上 10年未満
10年以上
20年未満

20年以上

団長及び副
団長

12,900円 13,700円 14,500円
団長及び副
団長

13,340円 14,170円 15,000円

分団長及び
副分団長

11,300円 12,100円 12,900円
分団長及び
副分団長

11,670円 12,500円 13,340円

部長、班長
及び団員

9,700円 10,500円 11,300円
部長、班長
及び団員

10,000円 10,840円 11,670円

階級
勤務年数

階級
勤務年数
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３ 施行期日等 

（１）施行期日 

  令和８年４月１日 

（２）経過措置 

この条例による改正後の規定は、令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生

じた非常勤消防団員等に係る損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同

日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用します。 


